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定款の一部変更に関するお知らせ 
 
 
 
 

当社は、平成 30 年５月 14 日の取締役会において、定款の一部変更について平成 30 年６月 28 日開催予定の

第 48 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

１. 提案の理由 

平成 27 年４月の介護保険法改正に伴い、現行定款第２条に記載の目的事項を所要の変更を行うとともに、

号数の繰り下げを行うものであります。 

 

２. 変更の内容 

変更の内容は、次のとおりであります。 

（下線部は変更部分を示します。） 

改 定 前 （ 現 行 ） 改 定 後 
 

第１章   総則 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

１．～ 19.  （ 条 文 省 略 ） 

（  新   設  ） 

（  新   設  ） 

20. 介護保険法による介護予防サービス事業 

(1)介護予防訪問介護 

(2)介護予防訪問入浴介護 

(3)介護予防訪問看護 

(4)介護予防訪問リハビリテーション 

(5)介護予防通所介護 

(6)介護予防通所リハビリテーション 

(7)介護予防福祉用具貸与  

(8)特定介護予防福祉用具販売 

(9)介護予防住宅改修 

21.～33.    （ 条 文 省 略 ） 
  

 

第１章   総則 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

１．～ 19. （ 現 行 通 り ） 

20. 介護保険法に基づく第１号訪問事業等 

21. 介護保険法に基づく第１号通所事業等 

22. 介護保険法による介護予防サービス事業 

（  削   除  ） 

(1)介護予防訪問入浴介護 

(2)介護予防訪問看護 

(3)介護予防訪問リハビリテーション 

（  削   除  ） 

(4)介護予防通所リハビリテーション 

(5)介護予防福祉用具貸与 

(6)特定介護予防福祉用具販売 

(7)介護予防住宅改修 

23.～35.   （ 現 行 通 り ） 
 

 

３. 日 程 

定款変更のための定時株主総会開催日：  平成 30 年６月 28 日（木） 

定款変更の効力発生日：    平成 30 年６月 28 日（木） 

 

 

以  上 


